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②「払込先」 

このとおり記載してください。 

青森県・県税事務所

～ゆうちょ銀行・郵便局に備え付けの「自動払込利用廃止届書」による申し込み方法～ 

○ ゆうちょ銀行の貯金口座からの納付を廃止したい場合は、ゆうちょ銀行・郵便局窓口に備え付けの「自動払込利
用廃止届書」を納税義務者ごとに作成し、ゆうちょ銀行・郵便局窓口で申し込んでください。 

○ 申し込みの際には、「通帳」と「お届け印」をお持ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 複数の税金の口座振替を申込している場合、一部の税金のみ口座振替を廃止することはできません。
一部の税金のみ口座振替を廃止する場合は、「自動払込利用廃止届書」のほか、窓口に備え付けている
「青森県県税徴収金自動払込利用申込書」を併せて窓口へ提出してください。 

 （例）自動車税種別割の口座振替を廃止し、個人事業税のみ口座振替を行いたい。 

    →「青森県県税徴収金自動払込利用申込書」（個人事業税口座振替の申込）及び 

「自動払込利用廃止届書」（自動車税種別割口座振替の廃止）をゆうちょの窓口へ提出。 

○ ご不明点等ございましたら、裏面の問い合わせ先までお問い合わせください。 

030 8530 

青森 太郎 

青森県会計管理者 

０２３３０－０－９６００２７ 

✔ 

③「利用廃止月」 

 利用廃止する年月を記載してください。 

※個人事業税については廃止届出月以後の８月、11月
の納期分から廃止になります。 

①「お申込人（口座名義人）」 

お申込人の住所等を記載してください。 

④「払込金の種別」 

税金にチェックを入れてください。 

⑥「備考」 

今回廃止する「税金の名前」（自動車税種別割の場合はナンバーも併記）を記載してください。 

（例）自動車税種別割を廃止したい ⇒ 自動車税種別割、青森○○あ○○○○ 

   個人事業税を廃止したい ⇒ 個人事業税 

⑤「ご契約者」 

「お申込人（口座名義人）」欄の口座名義人と納税義務
者が異なる場合は、この欄に納税義務者の住所・氏名等
を記入してください。 

㊞ 



青森県・県税事務所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 問い合わせ先 

  最寄りの各県税事務所へお問い合わせください。 

  自動車税種別割の口座振替廃止については青森県中央県税事務所へお問い合わせください。 

名  称 電 話 番 号 所  在  地 

青森県中央県税事務所 
017-722-1111 内線 6604 

017-734-9971 （直通） 

〒030-8530 

青森市新町２丁目 4―３０ 青森県庁舎北棟１階 

青森県中南県税事務所 
0172-32-1131 内線 229 

0172-32-4341 （直通） 

〒036-8345 

弘前市蔵主町４ 弘前合同庁舎内 

青森県三八県税事務所 
0178-27-5111 内線 357 

0178-27-4455 （直通） 

〒039-1101 

八戸市尻内町鴨田７ 八戸合同庁舎内 

青森県西北県税事務所 
0173-34-2111 内線 205 

0173-34-3141 （直通） 

〒037-0046 

五所川原市栄町１０ 五所川原合同庁舎内 

青森県上北県税事務所 
0176-22-8111 内線 290 

0176-23-4241 （直通） 

〒034-0093 

十和田市西十二番町２０―１２ 十和田合同庁舎内 

青森県下北県税事務所 
0175-22-8581 内線 203 

0175-22-3105 （直通） 

〒035-0073 

むつ市中央１丁目１―８ むつ合同庁舎内 

 


